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2月 吉川区くらしのカレンダー 

日 
曜
日 行 事 等 担 当 

1 木 し尿くみ取り（吉川・竹直・旭地区） 
税・市民 

生活班 

2 金 

農業収支内訳書の作成相談会（予約制） 

＜8 日(木)まで＞9：00～16：00 

会場：吉川保健センター 

税・市民 

生活班 

15 木 
し尿くみ取り（川谷・源・水源・東

田中・泉谷・勝穂地区） 

税・市民 

生活班 

16 金 

市民税・県民税の申告相談 

＜3 月 15 日(金)まで＞ 

8：30～11：00、13：00～

15：30 

会場：吉川保健センター 

※詳しくは、今号と一緒にお配

りしたチラシをご覧ください。 

税・市民 

生活班 

 

防災行政無線 戸別受信機の電池 

 戸別受信機の電池が切れてしまう 

と、停電時に放送を受信することが 

できません。電池が切れている場合 

は、早めに新しい電池に交換しましょう。 

【戸別受信機の電池切れを確認する方法】 

   戸別受信機の右上部にある「電源/電池切れ」ランプ

が緑色と赤色に交互に点滅している場合は、電池が消

耗しています。早めに新しい乾電池に交換しましょう。 

� 問合せ：総務・地域振興グループ（総務班） 

 

冬道の運転は慎重に！ 
 

冬道は積雪や凍結により路面の 

状況が悪化します。いつもより速度を抑え、車間距離

を十分に確保して、慎重な運転を心がけましょう。 

■ 積雪路面や凍結路面を走行する際の注意点 

○安全な速度で走行する。 

○車間距離を十分に確保し、早めのブレーキを意 

識して、やさしいブレーキ操作で減速する。 

○スタッドレスタイヤの性能を過信しない。 

○「急」のつく運転をしない。 

  （急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど） 

� 問合せ：総務・地域振興グループ（総務班） 

暖房器具による火災に注意！ 

冬は暖房器具を出火原因とする火災が 

増加します。次のことに気をつけましょう。 

① 暖房器具の周りに燃えやすいものを置かない。 

② 暖房器具の上に洗濯物を干さない。 

③ 暖房器具の前にスプレー缶などを置かない。 

④ 暖房器具に給油するときは火を消す。 

⑤ 給油した後はタンクのふたを確実に閉める。 

⑥ 暖房器具の消し忘れに注意する。 
 
� 問合せ：総務・地域振興グループ（総務班） 

 

除雪作業中の事故にご注意ください 
毎年、除雪作業中の事故が発生しています。 

次のことに気をつけて、安全に除雪 

作業を行いましょう。 

■屋根雪下ろし作業中の注意点 

○作業は一人で行わず、二人以上で行う。 

○無理をせず、自分の体調を見ながら行う。 

○落雪・転落に気をつける（安全な服装・はしごは 

 しっかり固定・足場に注意・命綱を使用など）。 

■除雪機による作業時の注意点 

○まわりに人を近づかせない。 

○詰まった雪を取り除くときは、エンジンを止めて

雪かき棒を使う。 

○除雪機から離れるときは、エンジンを止める。 

○後退するときは、足元や後方の障害物に気をつける。 

○安全な服装で行う。除雪機の安全装置を無効化しない。 

 � 問合せ：総務・地域振興グループ（産業建設業務窓口班） 

 

「市税」今月の納期 
■ 2 月 29 日（木） 

○固定資産税・都市計画税 第 4 期 

〇国民健康保険税 第 8 期 

� 問合せ：市民生活・福祉グループ（税・市民生活班） 

 

吉川区の人口・世帯数【12 月末現在】 

※（ ）は前月末との比較 

 

 

吉川区総合事務所 
総務・地域振興グループ（地域振興班） 

〒949-3494 上越市吉川区下町 1126 番地 

電話：025-548-2311 FAX：025-548-3011 

■ 人 口  男：1, 677 人（△ 2 人） 

女：1, 782 人（△ 7 人） 

       計：3, 459 人 (△ 9 人） 

■ 世帯数  1, 378 世帯（△ 1 世帯） 

お知らせコーナー 


